
 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月１日 産業観光課 

 

 

１ カラー指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料などに白黒で印刷する場合は上記の色指定については適用しない。 

 

 

２ サイズ 

（１）原則として、高さ 2.0cm 以上で使用すること。 

（２）紙面等の都合などで、高さ 2.0cm 以下で使用する場合は、デザインが細部まで判別

できるように留意すること 

 

３ デザインの使用方法 

 デザイン一覧表に掲載しているデザインをそのまま使用すること。 

  （ア）使用許諾後、申請書に記載されているメールアドレスにデザインデータを送付す

るので本手引きに従って適切に使用すること。 

  （イ）写真やイラストなどの背景を入れることは可能。 
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